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要　約
　本研究は、中小企業の知的財産支援策の改善に向け、実態調査と国際比較を通じてその方向性を探るもので
ある。
　実態調査の結果、知財支援策は整備されているものの、その認知度は低く、企業の利用率が低迷しているこ
とが確認された。また、企業からは手続きの簡素化、支援内容の明確化、多言語情報提供の必要性が指摘され
ており、特に資金調達支援への要望が強く、経営スキル向上や相談体制の充実にも一定の需要が確認された。
　国際比較では、アメリカのSBIR 制度や中国の知財担保融資が中小企業支援において大きな役割を果たし
ている点が注目される。
　これらを踏まえ、日本の中小企業支援策の改善には以下の点が求められる。すなわち、①知財に基づく地域
密着型の金融支援の強化、②政策の認知度向上と啓発活動の充実、③知財を活用した融資制度の整備と適切な
評価基準の確立である。これにより、日本の中小企業が知財を積極的に活用し、経済全体の競争力向上に貢献
できることが期待される。
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1.はじめに
　日本の中小企業は全企業の 99.7％を占め、約 56％の付加価値創出と 7 割の雇用を担う地域経済の基幹的存在で
ある（図 1）（1）。また、成長力が高い中堅企業は地域経済を牽引する役割が期待され、その存在はイノベーション
の源泉として、日本におけるイノベーション・エコシステムにとって極めて重要な存在である。

　そのためには、中小企業の優れた技術やアイデアを知財として保護・活用し、事業活動や収益強化につなげるこ
とが求められる。しかし、情報・人材・資金不足が障壁となり、政府や公的機関が多様な支援施策を提供している
が、これらを知らない、あるいは利用しない中小企業も少なくない。
　本研究では、中小企業のニーズや現行政策を再考し、知財支援の方向性を探る。また、国際比較による新規視点
の導入により、政策効率化と中小企業発展への寄与が期待される。

2.中小企業と知的財産
　2.1　中小企業とは
　本論文の中で、中小企業や小規模企業とは、中小企業基本法第 2 条第 1 項及び第 5 項の規定に基づく定義による
ものとする。具体的には、下記に該当するものを指す（表 1）。

表 1　中小企業の定義

業職
中小企業者 うち小規模企業者

資本金 従業員 従業員

①製造業、建設業、運輸業
その他の業種（②～④を除く）

3 億円以下 300 人以下 20 人以下

②卸売業 1 億円以下 100 人以下  5 人以下

③サービス業 5,000 万円以下 100 人以下  5 人以下

④小売業 5,000 万円以下  50 人以下  5 人以下

※中小企業基本法による

　2.2　知的財産とは
　知的財産基本法第 2 条第 1 項では、「「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間
の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び
営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」と定義されている。
　また、同条第 2 項では、「「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他
の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。」と定義されている。

図 1　中小企業の企業数・従業員数・付加価値額
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　知的財産権は、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創作物についての権利」と、商標権や
商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別される（図 2）（2）。

　2.3　中小企業の知的財産活動の現状
　ところで、中小企業には、知財に関するさまざまな課題があり、知的財産活動が十分に行われていない現状があ
る。そのことは、下記の出願実態及び他の知財活動の現状からもうかがえる。

　（1）　中小企業の産業財産権の出願実態
①　特許権
　2023 年内国人（3）による特許権出願件数は 228,936 件（4）、そのうち中小企業による出願件数は 40,221 件であり、全
体の 17.6％を占める。中小企業である出願者数は全体の 65.8％を占める（図 3）（5）。

②　実用新案権
　2023 年内国人による実用新案権出願件数は 2,868 件（6）、そのうち中小企業による出願件数は 1,519 件であり、全
体の 53.0％を占める。中小企業である出願者数は全体の 55.1％を占める（図 4）（7）。

図 2　知的財産権の種類

図 3　中小企業の特許権出願状況
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③　意匠権
　2023 年内国人による意匠権出願件数は 20,817 件（8）、そのうち中小企業による出願件数は前年 8,489 件比約 0.7％
減、8,428 件であり、全体の 40.5％を占める。中小企業である出願者数は全体の 60.9％を占める（図 5）（9）。

④　商標権
　2023 年内国人による商標権出願件数は 122,213 件（10）、そのうち中小企業による出願件数は前年 74,010 件比約
2.7％減、72,015 件であり、全体の 58.9％を占める。中小企業である出願者数は全体の 65.5％を占める（図 6）（11）。

　中小企業の実用新案権と商標権の出願件数に関しては全体の半分以上を占めている一方、特許権の出願件数に関
しては 18％弱でなり、大きな差がある。中小企業における知財活動は穏やかな進展をみせているものの、特許権出
願件数に占める中小企業の出願の割合は約 18％にとどまっている。
　出願者数からみると、中小企業は、知財制度の主要ユーザーではあるが、企業数の 99.7％を中小企業が占めるこ
とに鑑みれば、出願者数には十分ではなく、新たに知財活動に取り組むべき中小企業が多く存するものと考えら

図 5　中小企業の意匠権出願状況

図 6　中小企業の商標権出願状況

図 4　中小企業の実用新案権出願状況
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れる。

　（2）　技術移転・ライセンス供与
　平成 30 年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査報告書」におい
て、技術移転を受けた企業は 16.8％にとどまり、関心を持つ企業は 39.9％とその 2.5 倍に達する。「国内の大学」
からの移転に関心を持つ企業は 63.1％、「国や公設試験機関」からは 54.2％で、垂直型移転が多い一方、「国内中
堅・大企業」からの水平型移転も 47.2％と高い（12）。
　企業が技術移転を受ける際の課題として、「人材やノウハウの不足」（55.7％）、「特許・技術取引の情報不足」

（45.1％）、「技術発掘方法の不明」（43.0％）が挙げられている（13）。
　ライセンス供与に関心を持つ企業は 46.6％、実際に供与経験のある企業は 17.9％で、ライセンス先は国内の中
堅・中小企業が主（各 46％）、海外企業は 25.6％である。ライセンス供与の目的は「自社技術を他社製品に導入」

（65.0％）が最多で、次いで「自社ブランドやキャラクターの使用許可」（26.0％）、「未利用特許・商標の許可」
（15.6％）、「クロスライセンス」（12.7％）が続く（14）。

　（3）　中小企業の知的財産・ノウハウの保護に関する現状
　公正取引委員会が令和元年（2019 年）6 月に公表した「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地
位の濫用行為等に関する実態調査報告書」では、①ノウハウの開示を強要される、②名ばかりの共同研究を強いら
れる、③特許出願に干渉される、④知的財産権の無償譲渡を強要される等の多数の事例が報告された。
　また、契約時に知財取り扱いを確認する体制が整備されている企業は、大企業で 92.1％に対し、中小企業では
72.6％にとどまる。さらに、不利な契約条項に対する不安を持つ企業は大企業で 30.7％、中小企業で 21.3％と差が
みられる（15）。
　日本商工会議所 LEBO 調査（2024 年 8 月）では、知財侵害行為を受けたことがある割合は 11.9％と、約 8 社に
1 社が知財侵害を経験している。「自社の従業員・役員や退職者に、自社の知的財産や営業秘密を無断で持ち出し
された」（45.6％）、「自社の技術やノウハウを不用意に第三者に開示した結果、模倣品が製造・販売された」

（27.2％）が上位を占め、知財経営リテラシーの向上が必要と考えられる。さらに、「知的財産の保護」に関する施
策を知らない企業は 42.8％に達し、施策の周知が課題となっている（図 7）（16）。

図 7　「知的財産の保護」に関して知っている施策
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3.中小企業が直面する知的財産に関する課題
　中小企業の多くは知的財産に関してさまざまな課題に直面しており、その中でも一般的に指摘されている要因と
しては、「人材面」「資金面」「情報面」である。

　3.1　人材の不足
　中小企業の知的財産活動における体制は、脆弱であるとされている。出願経験のある企業を対象とした調査によ
れば、専任の知財担当者を配置している中小企業は 25％にとどまり、80％以上が 1～3 名の兼任担当者に依存して
いる。また、約 15％の企業では担当者がいない状況である（図 8）（17）。

　特許庁の「知的財産活動調査」（令和 5 年）によると、2022 年度の知的財産担当者数は 44,900 人に達するが、そ
の中で中小企業では経営トップが知財戦略を兼務する割合が 32.9％に上り、大企業の 36.1％が部長級に位置する構
造と対照的である（図 9）（18）。

　さらに、知財担当役員の業務兼任状況をみると、中小企業では「研究開発」との兼任が 36.9％で、大企業の
52.2％を大きく下回る一方、「営業」との兼任割合は 8.0％と、大企業の 2.0％を上回っている（図 10）（19）。

図 8　知財担当者数

図 9　企業規模別の知的財産総括責任者の役職等の割合
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　また、知財担当役員の就任前の業務経験では、中小企業の「研究開発」経験が 36.9％にとどまり、「営業」経験
は 13.8％と、大企業の 6.1％を上回っている（図 11）（20）。

　人材育成に関しては、「社内での実務トレーニング」が 23.5％、「公的機関での講習やトレーニング」が 16.2％で
ある一方、「特に取り組みを行っていない」企業が 65.0％を占め、平成 25 年度調査とほぼ変化がみられない（図
12）（21）。

図 11　企業規模別の知的財産担当役員就任前の業務経験の割合

図 10　企業規模別の知的財産担当役員が兼任している主な役員業務の割合
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　これにより、知財人材育成が進まず、経営者が知財活動を主導せざるを得ない現状が続いて、取り組みを行う企
業が少ないことが課題となっている。

　3.2　資金の不足
　中小企業の資金調達は、安定していないのが現状である。大企業に比べて規模が小さい中小企業は、一般的には
実績が乏しく、社会的信用度が低くなりがちであり、金融機関が融資に対して慎重な姿勢を取ることが多い。
　知財を活用した資金調達手法の中心は知財担保融資であり、特許権や商標権などに質権を設定する方法が一般的
である。しかし、知的財産権は無形固定資産であるため、以下の課題が指摘されている（22）。
　・換価処分が難しい。
　・担保権設定は多くの場合、譲渡担保の形式を取る必要がある。
　・実施権を設定しない限り、知的財産権そのものがキャッシュフローを生み出さない。
　これらの理由から、知的財産権単独での担保権設定や融資には困難である。
　改正信託業法（2004 年施行）により知的財産の信託が可能となるものの、知財信託の実現には適切な評価が必
要であり、現実的な運用は困難を伴う。
　そして、知財活動にかかる費用も中小企業にとって大きな負担となっている。特許庁の調査によると（23）、2022
年度の知財活動費は約 8,757 億円に上り、そのうち約 3 分の 2 が出願関連費用を占めている。1 社あたりの平均費
用が 150 百万円を超えることから、多くの中小企業にとって知財取得や維持は重大な経済的負担となっている。
　さらに、知財侵害が発生した際の訴訟費用も高額であり、多くの中小企業がこれに対応できず、模倣対策が取れ
ていない。
　加えて、円安による物価高騰が続いているため、収益が悪化している中小企業も少なくなく、経済的な負担がま
すます深刻化している。

　3.3　情報・知識の不足
　情報・知識の不足と人材の不足は密接に関連しており、重なり合う部分が多い。知的財産を専門的に扱う担当者
がいない、または専門的な知財スキルを持つ人材を雇用していない場合、知的財産関連の情報を適切に取得する手
段がわからず、知財活動に関する基本的な知識が不足する状況に陥りやすいと考えられる。
　「人材面」「資金面」「情報面」の 3 つの課題のうち、中小企業自身の認識は、人材面→情報面→資金面となって
いる。
　具体的には、課題として「知的財産を管理する人材が不足」をあげる企業が 36.3％、「知的財産にかかる情報・

図 12　知財に関わる人材育成について（複数回答）
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知識が不足」が 33.1％、「出願等の知的活動に費やす資金不足が 24.8％となっている。また、「知的財産にさける時
間が不足」と回答した割合は 30.5％となっている（図 13）（24）。

4.知的財産支援策の現状と課題
　4.1　知財支援を行う背景と必要性
　1990 年代以降、技術革新やイノベーションは先進国経済の成長を牽引する主要な要素となった。「知識経済」の
時代において、知識が生み出す付加価値の重要性が増し、競争は単なる価格競争から革新性を軸とする競争へと移
行している。この中で、知的財産を創出・保護・活用する仕組みの整備が求められる。
　中小企業は地域経済を支える重要な存在であり、「知的財産立国」の実現においても中核的役割を果たす。しか
し、多くの中小企業が労働力や資金不足に直面し、知的財産を活用した競争力強化に取り組むことが難しい現状が
ある。
　また、法的根拠として、知的財産基本法第 19 条第 2 項では、中小企業が経済活力の維持と強化に果たす役割を
明確化し、創業や新事業開拓への特別な配慮を求めている。同様に、中小企業基本法も、多様で活力ある中小企業
の成長が日本経済の基盤であることを強調し、経営革新や創業の促進を目的としている。

　4.2　支援策の現状
　政府は中小企業支援制度を整備し、これらの政策が中小企業に良好な影響をもたらすとする研究結果がある。ま
た、地域の知財政策に焦点を当てた研究も行われており、先行研究などもみられる。「自治体による知財政策の在
り方に関する考察」によると、知的財産推進計画を策定した自治体では、特許権出願数及び商標権出願数の増加率
が統計的に有意に上昇しており、知財政策が中小企業の知財活動を活性化させる要因となっていることが確認され
ている（25）。

図 13　知的財産活動に取り組むにあった課題（複数回答）
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　また、「地域の知財政策として大学支援策を実施するためのガイドライン策定研究」では、政府が大学との連携
を強化し、中小企業が大学の知的財産や技術支援を受けられる体制を整備することが、技術革新と市場競争力の向
上に貢献することが報告されている（26）。
　しかしながら、これらの政策に関する認知がうまくいかず、当初の目標を達成できなかった例は少なくない。経
済産業省が平成 30 年 3 月に発表した「平成 29 年度中小企業者における中小企業施策の認知度及び利用度の向上に
向けた課題と広報のあり方に関するニーズ調査報告書」によると、「補助金・助成金」や「イベント・セミナー」
の認知度が 46.8％で最も高く、次いで「政府系金融機関による融資」（44.2％）が続く（27）。一方で、広報ツールの
認知度では「どれも知らない」が 41.6％と最も高く、利用頻度も「年に数回チェック」が 53.3％で最多であった（28）。
　株式会社野村総合研究所「令和元年度中小企業支援機関の在り方に関する調査に係る委託事業報告書」では、中
小企業支援メニューとしては「補助金・助成金」を利用したことがある事業者が最も多く、65.7％となった。支援
機関としては「商工会・商工会議所」を利用したことがある事業者が最も多い。一方で、補助金・助成金や税制優
遇（特別償却や税減免）以外の政策については、「内容を理解しているが利用したことがない」または「存在は認
知しているが利用したことがない」と回答した企業が合計で 45％を超えている（図 14）（29）。

　4.3　実証研究
　筆者は税理士事務所での業務経験を通じ、中小企業の多くが知財支援策に関する認知不足や利用率の低さという
課題に直面していることを実感している。これを検証するため、2024 年 11 月に勤務先の関係者名簿から抽出した
日本の中小企業のうち中国人が経営する中小企業 200 社を対象（30）としたアンケート調査を実施した。本調査結果
は偏りを含む可能性があるものの、過去の調査と比較することで一定の示唆が得られると考えられる。
　今回の調査結果を業種別にみると、製造業が 3％、情報通信業が 15％、卸売・小売業が 30％、運輸業が 3％、宿
泊業・飲食サービス業が 18％、生活関連サービス業・娯楽業が 7％、教育・学習支援業が 10％、不動産業が 10％、
農業が 2％、その他（リサイクル業など）が 2％となった（図 15）。

図 14　支援メニューの利用実績
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　知的財産権の保有状況については、71％の企業がいずれの権利も保有していない一方で、商標権を保有している
企業は 27％、著作権は 7％、特許権は 1％、実用新案権は 2％にとどまっている。意匠権を持っている会社はない

（図 16）。

　中小企業施策の認知度について、最も認知度が高かったのは「国・都道府県・市町村などが交付する補助金・助
成金」で、59％に達した。次いで、「政府系金融機関などが行う融資」が 47％となった。それ以外の施策について
は認知度が 40％未満にとどまり、多くの企業が十分に認知していないと考えられる（図 17）。

図 16　知的財産権の保有状況

図 15　業種分類
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　特許庁が実施している支援策に関する認知度は、全体的に低い傾向にあるが、「特許料等の減免」、「各種説明会」、
「INPIT 知財総合支援窓口」、「J-PlatPat」については、比較的認知の割合が高い結果となった（図 18）。

　また、今回の調査結果は、株式会社帝国データバンクが行った「平成 25 年度中小企業等知財支援施策検討分析
事業（中小企業の知的財産活動に関する基本調査）」報告書で示された公的支援の認知度（全体）（図 19）（31）と類似
しており、過去の調査結果とも整合性がみられる。このことから、特許庁の支援策に対する認知度向上が依然とし
て課題であり、引き続き効果的な普及活動を推進する必要があることが示唆される。

図 18　特許庁の施策の認知度

図 17　中小企業施策の認知度
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　知財相談先として税理士事務所（30％）や弁護士・弁理士（25％）が多く挙げられる一方、35％の企業は誰にも
相談していないことが明らかとなった。
　知財支援策の実際の利用状況について、「利用したことがない」と回答した企業が全体の 70％を占める結果がわ
かった。支援策を利用するうえで感じる課題としては、以下が挙げられた。
　・手続きが難しい
　・日本語の壁がある
　・支援の内容が分からない。
　日本語の壁は外国人経営者にとって大きな障壁である一方、株式会社野村総合研究所の調査によれば、日本人経
営者にとっても、手続きの煩雑さや支援策の内容理解の難しさが利用を妨げる要因となっている。「手続きが煩雑」

「情報が複雑で、理解が困難」といった理由から、支援策を利用したいと思わない企業が多いことが示されている
（図 20）（32）。したがって、手続きの簡素化や支援内容の明確化、さらに多言語対応の情報提供を進めることが重要
であると考えられる。

　知財に関して最も関心のある分野についての回答結果は、商標権に関心を持つ企業が 40％で最も多く、次いで

図 20　公的支援メニュー・支援機関を今後利用しない理由

図 19　公的支援の認知度（全体）
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著作権が 15％、特許権が 9％、意匠権が 1％となっている。一方で、特に関心がないと回答した企業も 35％に達し
ており、知財に対する関心のばらつきがみられる結果となった。
　さらに、関心を持つ分野の中で具体的にどのようなものに関する権利に興味があるかについて質問したところ、
以下のような結果が得られた。
①　商標権に関する具体的な関心（複数回答可）：
　・音商標：59％
　・ブランドロゴ：50％
　・商品パッケージデザイン：15％
②　著作権に関する具体的な関心（複数回答可）：
　・教育教材やマニュアルの保護：40％
　・IT ソフトウェアやアプリケーション：35％
　・映像や写真素材：20％
　・その他：5％
③　特許権に関する具体的な関心（複数回答可）：
　・コンピュータソフトウエア関連発明：61％
　・製造プロセスの保護：39％
　今回の調査結果では、音商標に興味を持つ企業が予想以上に多く、47 社に達した。その背景として考えられる
一つの要因は、中国で普及している「Alipay」という PayPay に似た決済アプリである。支払い時に商家側で特有
の音が鳴る仕組みがあり、これを利用することで自社の宣伝効果を期待する企業が多いと推測される。
　知財支援策で強化してほしい分野については、資金面では「融資・利子優遇」が 27％、「補助金・助成金」が
65％と高い割合で希望されている。人材面では「各種経営相談への対応」が 24％、「研修・セミナー」が 21％と
いった結果になった。多くの企業が資金調達や財政支援の強化を最優先課題と考えている一方で、経営や知財に関
するスキルアップや相談体制の充実にも一定のニーズがあることが明らかになった。

5.比較研究
　以上のことから、日本では依然として知財を取得・活用している中小企業が限られており、人材不足や支援体制
の課題が依然として残されている。一方で、国際的には科学技術イノベーション（STI）政策の一環として、基礎
研究の成果を迅速にイノベーションへと結びつけ、中小企業やベンチャー企業を経済活性化の原動力とする動きが
顕著である。
　国際的には、中小企業やベンチャー企業へのファンディングや人材育成を推進しつつ、知財制度を整備し、活用
促進を図っている。この背景において、日本が中小企業の知財活用を促進するには、諸外国の成功事例を比較研究
し、それを基に支援施策のさらなる改善を図ることが重要である。

　5.1　アメリカ
　（1）　アメリカの中小企業
　アメリカ中小企業庁（Small Business Administration：SBA）による中小企業の定義とは、「①独立した企業体

（＝子会社などでない）こと、②従事する事業分野において独占的でないこと、③年間平均収入や従業員が一定規
模以下であること（業種によって異なるが、収入であれば 75 万～2,850 万ドル、従業員数であれば 100～1,500 名
以下）」である（33）。なお、連邦政府が発表する全般的な施政方針やマクロ的な統計において通常使用される中小企
業の定義とは、従業員 500 人未満の企業のことを指す。
　アメリカでは、2017 年時点での中小企業数は 3,170 万社で、全企業数の 99.9％を占めている。また、中小企業に
雇用されている従業員数は 6,060 万人で、これは全企業における従業員数の 47.1％に相当する（34）。
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　（2）　アメリカの中小企業支援機関
　連邦政府は、主に SBA を通じて中小企業を支援している。SBA は中小企業法に基づき設立された独立した連邦
機関であり、中小企業への救援、助言、支援、保護を目的に、自由で競争力のある企業活動を守り、国家全体の経
済を維持・強化するための各種施策を立案・実施している。また、州際や国際通商を行わない地方の中小企業も含
め、すべての中小企業を対象に支援を行っている。さらに、連邦政府には米国憲法の通商条項及び一般福祉条項に
基づき、地方の中小企業を支援する権限が与えられている。

　（3）　SBIR（Small Business Innovation Research）制度
①　アメリカの SBIR 制度
　SBIR プログラムは、1982 年に制定された中小企業技術革新法（Public Law 97-219, the Small Business Innova-
tion Development Act, 15 U.S.C. 638）によって法制化された。このプログラムは SBA が全体を統括しながら、実
施は各省庁が個別に担当する仕組みとなっている。対象は、米国内で研究開発を行う中小企業であり、法的な目標
として以下が掲げられている（35）。
　・技術革新の活性化
　・連邦政府の研究開発ニーズへの対応
　・イノベーションと企業活動への女性や社会的、経済的に不利な立場の人々の参加の支援と奨励
　・連邦政府研究開発によりもたらされたイノベーションの市場化・商業化の促進
　2021 年度の SBIR 全体の助成規模は 33 億 7000 万ドル（約 4400 億円）、助成件数は 5,495 件に達する。また、
SBIR では、助成を受けて参加企業が行う研究開発を 3 段階に区分している。中小企業が SBIR に応募するとき、
フェーズⅠからフェーズⅡへ移行するときのそれぞれの時点で、助成の可否を判断するという多段階選抜方式を
とっている（36）（図 21）（37）。

②　日本の SBIR 制度
　日本の SBIR 制度は、「中小企業等経営強化法」に基づき、1999 年に導入された。2021 年には制度の根拠規定を

「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」へ移管し、SBIR 制度の抜本的な改革が行った。主な改
革内容は以下の通り。
　・内閣府を司令塔とした省庁横断の取組を強化。

図 21　米国 SBIR 制度のフェーズ 1～3 の概要
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　・各省の特定の研究開発予算（特定新技術補助金等）の一定割合の金額かスタートアッフ等へ支出されるよう、
支出目標を設定。
　・各省の指定の補助金等（指定補助金等）の統一的なルールによる運用を実施。
　さらに、令和 4 年度第 2 次補正予算において、SBIR 制度の拡充策として「中小企業イノベーション創出推進事
業」（フェーズ 3 基金事業）が新設され、「スタートアップ育成 5 か年計画」に基づき、スタートアップの先端技術
を迅速に社会実装する体制が整備された。
　現在日本版 SBIR は、抜本的な変更を経て米国の SBIR に近いプログラムとなった（図 22）（38）。

　（4）　日本への提言
　SBIR は全体的に高い評価を受けている一方で、商業化実績の評価が求められるようになった背景には、「SBIR
ミル（SBIR mills）」と呼ばれる企業の存在が挙げられる。これらの企業は、他社と比較して SBIR から多数の助
成を受けているにもかかわらず、商業化の成功率が低い点が懸念されてきた。
　また、日本が参考にした米国の SBIR については、社会にイノベーションや雇用をもたらすのは一部のスタート
アップや創業間もない中小企業に限られることが指摘されている。しかし、SBIR は中小企業全体がイノベーショ
ンの担い手であるという誤解に基づいて設計されている側面がある。日本版 SBIR を推進するうえでは、SBIR ミ
ルの問題とともに、こうした制度的な矛盾にどのように対応するかが大きな課題となるであろう。

　5.2　中国
　（1）　中国の中小企業
　「中小企業区分基準」によれば、中小企業の定義は業種ごとに異なり、従業員数、売上高、総資産額を基準に分
類されている（39）。中国の中小企業は、2017 年時点で、全企業数 372,729 社のうち、97.5％を占めている（40）。

　（2）　中国の中小企業支援機関
　中国政府は主に工業情報化部（MIIT）を通じて中小企業を支援している。この機関は、中小企業が直面する課
題を解決し、産業競争力を強化するために、資金支援、技術革新、人的資源育成、海外市場参入支援など、多岐に
わたる支援を提供している。また、中国には国家中小企業発展促進センターや国家中小企業公共サービスプラット
フォームなどの専門機関が設置されており、これらの機関は中小企業に対してコンサルティング、情報提供、ト
レーニング、融資保証などのサービスを提供している。さらに、中国の地方政府（省、自治区、直轄市）なども、
中央政府の政策に基づき、地方特有のニーズに応じた支援を実施している。これには、地方経済における重要な中
小企業に対する特定の補助金プログラムや技術支援が含まれる。

図 22　日本 SBIR 制度のフェーズ 1～3 の概要
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　（3）　知財融資制度
①　中国の融資制度
　中国では、中小企業の資金調達課題の解決やイノベーション促進を目的とした知財金融政策で注目され始めた。
2008 年の「国家知識財産権綱要」では、知的財産権を活用した担保融資システムの構築が提案された。その後、
銀行に対して知的財産権担保融資を促進するため、2010 年に「科技型中小企業信用貸付に対する支持の拡大に関
する意見」、2013 年には「商業銀行の知的財産権担保貸付業務に対する指導意見」が発表された。さらに、2015 年
の「知的財産権資産評価指南」では、具体的な行動指針が示されるなど、知財金融の枠組みが整備されてきた。
2020 年以来、知財質権設定融資を奨励、支援する政策性文書が相次いで公布され、これは中国の知財融資担保が
新たな発展段階に入ったことを表している。
　国家知識産権局の開示情報によると、ここ数年来中国における専利と商標の質権設定融資の金額は全体的にみて
上昇傾向にあり、2018 年の専利・商標質権設定融資総額は 1224 億人民元で、2019 年は 1500 億人民元を超えてい
て、2020 年は 2180 億人民元に達し、2021 年はさらに 3000 億人民元を超えていて、コロナ禍で経済活動が著しい
影響を受けた 2020 年及び 2021 年のいずれも 40％以上の増幅を実現した。
②　日本の融資制度
　前述のように、日本での知財担保融資の実績は少ない。特許庁は、中小企業の知財活用を促進するため、「中小
企業知財金融促進事業」を実施している。この事業では、地域金融機関などに対し、中小企業の知的財産を活用し
たビジネス全体を評価する「知財ビジネス評価書」や、知的財産を踏まえた経営課題の解決策を示す「知財ビジネ
ス提案書」を提供してきた。さらに、取組の普及を図るため、「知財ビジネス評価書（基礎項目編）」や「知財ビジ
ネス評価書（目的別編）」のテンプレートや作成手引きを策定し、環境整備を進めている（41）。
　また、旧・日本開発銀行（現・日本政策投資銀行）が知的財産権担保融資を制度化し、一部の民間金融機関もそ
れに続く動きがみられた。しかし、令和 4 年の実績をみると、知財ビジネス評価書が 50 件、知財ビジネス提案書
が 39 件を作成しており、利用が十分に普及しているとは言い難い状況である（42）。

　（4）　日本への提言
　高い技術力を持つ中小企業が資金繰りに困窮し、廃業に追い込まれる事態を防ぐには、金融機関による適切な支
援が不可欠である。日本が中小企業支援において遅れを取っている原因として、知財融資やビジネス評価策定支援
が間接的な施策にとどまり、直接的な効果を十分に発揮していないことが考えられる。今後は、新たな取り組みを
導入し、高い技術力を有する中小企業の経営を支援し、それを経済成長につなげることが重要である。中国のよう
に政府主導で知財担保融資を推進する方法も有効であるが、日本の金融機関では中小企業の知的資産に着目し、そ
の経営をサポートする取り組みがより一層期待される。

6.おわりに
　本研究では、日本の中小企業が直面する知的財産活用の課題とその支援策の現状について分析し、諸外国との比
較研究を通じて、日本の中小企業支援策に対する示唆を検討した。調査の結果、日本の中小企業における知財活動
は一定の進展をみせているものの、資金、人材、情報の不足が依然として深刻な課題であることが明らかになっ
た。また、支援施策は整備されているものの、利用が十分に進んでおらず、中小企業への実効性が限定的である点
も指摘した。
　他国との比較においては、日本の中小企業支援策に向けて以下のような示唆が得られるであろう。
　・地域密着型の支援体制の構築
　地域に根ざした中小企業支援体制を強化することで、地方における知財活用の機会を拡大することが求められ
る。特に信用金庫や地域金融機関が知財に基づく融資を積極的に展開できるよう、専門家の派遣や相談窓口の設置
を進めるべきである。
　・政策認知度の向上
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　中小企業の多くが知財支援策を十分に認知していないことが、施策利用の低迷を招いている。政府や自治体は知
財支援施策の周知活動を強化し、啓発活動を通じて中小企業の知財活用への意識を高めることが重要である。
　・知財金融のさらなる普及
　日本では知財を活用した融資手法が十分に普及していない現状がある。特許権などを担保とした質権設定や知財
信託の活用を促進するため、金融機関と中小企業間の情報共有を強化し、知財価値の適切な評価手法を整備するこ
とが必要である。
　これらの取り組みを進めることで、日本の中小企業が持つ潜在的な力を引き出し、経済全体の競争力向上に貢献
できることが期待される。また、知的財産を活用した中小企業支援策は、国内のみならず国際的な競争力の向上に
もつながる可能性があるため、より積極的な政策の推進が求められる。
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